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議案第６２号 

 

令和４年度入間市一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和４年度入間市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０４０，１１７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６，９１４，８７９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和４年８月３０日提出 

 

                       入間市長  杉 島 理一郎  

 

  

 

 

 

 

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

        歳入 (単位：千円)

款 項

11 地方特例交付金 139,000 21,243 160,243

 1 地方特例交付金 139,000 21,243 160,243

12 地方交付税 2,021,000 687,972 2,708,972

 1 地方交付税 2,021,000 687,972 2,708,972

16 国庫支出金 8,024,736 287,751 8,312,487

 1 国庫負担金 6,319,210 24,003 6,343,213

 2 国庫補助金 1,675,634 263,738 1,939,372

 3 国庫委託金 29,892 10 29,902

17 県支出金 3,321,849 65,257 3,387,106

 1 県負担金 2,431,315 56,990 2,488,305

 2 県補助金 569,631 7,668 577,299

 3 県委託金 320,903 599 321,502

18 財産収入 46,577 451 47,028

 2 財産売払収入 5,431 451 5,882

19 寄附金 30,422 15,000 45,422

 1 寄附金 30,422 15,000 45,422

20 繰入金 979,581 △372,688 606,893

 1 基金繰入金 979,581 △384,376 595,205

 2 特別会計繰入金 0 11,688 11,688

21 繰越金 600,000 1,415,171 2,015,171

 1 繰越金 600,000 1,415,171 2,015,171

22 諸収入 816,231 94,506 910,737

 5 雑入 704,339 94,506 798,845

23 市債 3,815,900 △1,174,546 2,641,354

 1 市債 3,815,900 △1,174,546 2,641,354

補 正 前 の 額 補 正 額 計

－ 2 － 一般会計



款 項

45,874,762 1,040,117 46,914,879歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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        歳出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 287,299 494 287,793

 1 議会費 287,299 494 287,793

 2 総務費 5,591,290 181,530 5,772,820

 1 総務管理費 4,353,563 150,421 4,503,984

 2 徴税費 610,261 4 610,265

 3 戸籍住民基本台帳費 469,010 31,012 500,022

 5 統計調査費 15,355 35 15,390

 6 監査委員費 31,203 58 31,261

 3 民生費 20,503,066 352,840 20,855,906

 1 社会福祉費 9,048,445 153,540 9,201,985

 2 児童福祉費 8,708,472 195,986 8,904,458

 3 生活保護費 2,746,143 3,314 2,749,457

 4 衛生費 4,018,546 159,122 4,177,668

 1 保健衛生費 1,729,193 82,764 1,811,957

 2 清掃費 2,289,353 76,358 2,365,711

 6 農林水産業費 249,104 4,500 253,604

 1 農業費 232,573 4,500 237,073

 7 商工費 454,311 22,922 477,233

 1 商工費 454,311 22,922 477,233

 8 土木費 3,915,589 3,231 3,918,820

 2 道路橋りょう費 1,268,900 3,890 1,272,790

 3 都市計画費 2,415,337 △659 2,414,678

10 教育費 4,988,765 315,478 5,304,243

 1 教育総務費 664,446 1,553 665,999

 2 小学校費 970,140 97,331 1,067,471

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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款 項

 3 中学校費 539,981 38,183 578,164

 5 社会教育費 1,233,987 166,639 1,400,626

 6 保健体育費 1,579,792 11,772 1,591,564

45,874,762 1,040,117 46,914,879歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表　繰越明許費

（単位　千円）

2 1

第３表　地方債補正

1 追　加

2 変　更

〃 〃公民館空調設備改修事業 13,000

地方道路等整備事業
（都市計画事業）

補
正
後

392,700 〃〃〃

補
正
前

千円

普通貸借
又は

証券発行
3.0％以内

補
正
前

1,760,000

588,854
補
正
後

臨時財政対策債

〃

3.0％以内 (ただし、
利率見直し方式で借
り入れる政府資金及
び地方公共団体金融
機構資金について、
利率の見直しを行っ
た後においては当該
見直し後の利率)

〃

〃〃〃

借入先の融資条件による｡
ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
することができる。

505,800

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償　還　の　方　法

96,700

〃

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償　還　の　方　法

千円

普通貸借
又は

証券発行
3.0％以内

借入先の融資条件による｡
ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期
限を短縮し、若しくは繰
上償還又は低利に借換え
することができる。

公共事業等（区画整理事業）

款 項 事　　　　　業　　　　　名 金 　 額

総務費 総務管理費 庁舎Ｃ棟昇降機改修事業 63,800
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